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シンポジウム「電動⾞椅⼦による⾃⽴⽀援の促進に向けて」参加報告
   ⼀般財団法⼈啓成会 啓成会⾼等職業技術専⾨校 ⽚⽯ 任 

⽇本リハビリテーション⼯学協会が主催する第 34 回リハ⼯学カンファ
レンス in さっぽろが 8 ⽉ 21 ⽇〜23 ⽇に開催された。桂律也⼤会
⻑企画「リハ⼯学と看護・介護」のひとつであるシンポジウムにシンポジ
ストとして参加してきたので報告する。司会を⽊之瀬隆⽒（⽇本⾞
椅⼦シーティング財団）、桂律也⼤会⻑（クラーク病院）、シンポジ
· トは川畑善智⽒（シーティング財団理事）、鈴⽊太⽒（リハ⼯協
会理事、電動⾞椅⼦ユーザー）、村松哲史⽒（電動⾞椅⼦ユーザ 
ー）、⽚⽯の 4 名である。始めに⽊之瀬⽒がテーマ導⼊を⾏った。今
回は、制度については深く踏み込まず、電動⾞椅⼦の普及促進が遅
れている理由、電動⾞椅⼦ユーザーのメリット、エンド・ユーザーの適応
範囲、電動⾞椅⼦の事業者・スタッフの課題、電動⾞椅⼦事業者の
経営・修理体制の課題、これらを踏まえて、電動⾞椅⼦のユーザー視
点で具体的な課題解決の⽷⼝を探り、今回で結論を出すのではな
く、次回以降につなげることも⽬的である。

· ンポジスト 1 番⼿は⽚⽯である。北欧の電動⾞椅⼦会社勤務時
に感じた⼈材育成に関すること、現在は⽇本で唯⼀の⾞いす・シーテ
ィングの学校で講師として⼈事育成を⾏っていることなどを話した。⽊
之瀬⽒にはこの学校で福祉⽤具概論の講義をしていただいている。次
に川畑⽒が登壇し、電動⾞椅⼦プロバイダーの⽴場から簡易電動⾞
椅⼦が世に出たものの、医療関係者から⾒向きもされなかった当時の
苦労話や、普及活動を通し⾃⽴への⽀援を⾏い、販売台数を増やし
てきた話はとても興味深いものであった。鈴⽊⽒、村松⽒のお⼆⼈は
電動⾞椅⼦ユーザーとしてのご苦労をお話しいただいた。鈴⽊⽒は前
⽇愛媛県より北海道に空路移動してきたが、ご⾃分の電動⾞椅⼦が
⾶⾏機に搭載できず札幌への直⾏便に乗れず⽻⽥トランジットを経て
到着した話から始まり、電⾞移動時の駅員とのやり取り、新型⾞両に
なったことによるスロープ幅の変更で乗れなくなりそうになったことや、現
在の⽣活の中で今乗っている電動⾞椅⼦がなくてはならない存在であ
ることをお話いただいた。村松⽒は札幌在住の⽅で、冬場の電動⾞椅 

⼦使⽤に関するお話をいただいた。東京では 3
㎝の積雪で⼤騒ぎするが札幌では⽇常茶飯事
であり、それ以上の雪国ならではのご苦労があっ
た。道路の雪を溶かすロードヒートが効いていな
い部分では⾼さ 10 ㎝程の轍になり⾛⾏が難し
くなること、⽞関から道路に出るまでが除雪の関
係でまた⼀苦労し、家に戻れば家の中が電動
⾞椅⼦についた雪で⼤変なことになり、と冬場の
ご苦労は想像以上であった。冬場は外に出られ
ないのと同じで引きこもりに近いとの⾔葉は重か
った。 
 今回のシンポジウムを通して電動⾞椅⼦への
固定概念が未だ⽣きていることが確認できた。
来年のリハ⼯学カンファレンスの会場においても
引き続き議論をしていただき電動⾞椅⼦ユーザ
ーにとってより良い環境が得られることを望んでや
まない。 

報告 リハ⼯カンファレンス in  さっぽろ  ２ページ 



 

委員会報告「⾝体拘束予防ワーキンググループ報告」 
                ⼀般財団法⼈⽇本⾞椅⼦シーティング財団 監事 光野有次 

 

介護保険が始まる前の年になるが、夜間徘徊する⾼齢者をベッド
上に拘束することが社会問題になっていた。厚⽣労働省は 2000 年
6 ⽉に「⾝体拘束ゼロ作戦推進会議」を発⾜したが、その後、筆者は
⾞椅⼦における⾝体拘束問題を提起し、廣瀬（前・代表理事）や
⽊之瀬（現・代表理事）らによる作業チームによって、「⾝体拘束ゼ
ロへの⼿引き（2001 年 3 ⽉）」に⾞椅⼦における⾝体拘束問題と
その対応策を提⾔した。その中に「うまく座れないのは本⼈の能⼒とい
うよりは⾞いすに原因があることが多い。うまく座れないからといって、⾞
いすに拘束すべきではない。ある⼀定以上座るのであれば、『座位保
持機能』の⾼い⾞いすやいすを⽤いるべきである。」と明記させてもらっ
た。（余談だが、2011 年に「椅」が常⽤漢字表に⼊るまでは、仮名
表⽰であった。） 

そのなかで、「徘徊・転落・⽴ち上がり」の防⽌としてベルトやカットア
ウトテーブルを使⽤することが禁じられた。このことが拡⼤解釈され、介
護現場ではベルトやカットアウトテーブルのみならず、ティルト型⾞椅⼦
の使⽤も禁⽌されるということも起こっている。さらに「ベルトも⾃分で外
せるなら⾝体拘束にならない」という迷解釈も横⾏している。 

「姿勢保持」と「⾝体拘束」はコインの表裏のような関係にある。「利⽤
する本⼈の⽴場」か「施設運営者の⽴場」か、どちらから⾒るかで様相
は異なる。⼿段はほぼ同じだが⽬的が全く異なる。⾷事がスムーズに
⾏われるための「姿勢保持」と⼈⼿不⾜による安全確保のための「⾝
体拘束」は明らかに異なるが、実際はその⾒極めが困難な場合もあ
る。例えば⾞椅⼦で外出する場合、シートベルトがないと本⼈も介助
者も不安なケースである。シートベルトを⾝体拘束として利⽤できず、
家族の同意もタイムリーに得ることができなけば、外出禁⽌となってしま
う。 

昨年（2018 年）6 ⽉、厚労省は「障害者福祉施設等における障
害者虐待防⽌と対応の⼿引き」を発表し、「座位保持装置等に付属 

 

するベルトやテーブルの使⽤」を明記した。少し⻑く
なるが以下は要約である。 

脊椎（脊柱）の側弯や四肢、関節等の変形・
拘縮 等がある⽅に対し、医師の意⾒書でオーダ
ーメイドされる座位保持装置などはベルトやテーブ
ルの使⽤で体幹が安定し、本⼈の意思に基づい
て四肢が動かしやすくなり、⽇常⽣活の向上等の
効果が意図されているので⾝体拘束とは⾔えな
い。⾝体拘束に該当する⾏為とは、本⼈の⾝体
の機能や⾏動を制限する⽬的で⾏われる⾏為で
ある。しかし、座位保持装置等に付属するベルト
やテーブルの使⽤であれば⼀律に⾝体拘束では
ないと判断することも適当でない。 

座位保持装置等を漫然と⻑時間使⽤すること
を防ぐためには、「個別⽀援計画」を作成し座位
保持装置等を使⽤する場⾯や⽬的、時間ととも
に、リクライニングによる体位変換やベッドや他の⽤
具等に移乗して休息する時間についても記載し、
⻑時間の同⼀姿勢による⼆次障害や褥瘡を計
画的に防⽌することが必要。 

⽇本⾞椅⼦シーティング財団は、前年は「姿勢
保持と⾝体拘束禁⽌規定について」の解説と問
題提起を⾏った。今年（2019 年）も 4 ⽉に開
催されたキッズフェスタに合わせて「座位保持装置
に付属するベルトやテーブルの使⽤における解釈」
と前年に引き続き、この問題を議論する場を設け
た。 

報告 ⾝体拘束予防ワーキンググループ      ３ページ  



その中で、当財団・⾼⽊憲司 評議員⻑（元・厚労省専⾨官）が個
別⽀援計画の具体例を⽰した。その後、当財団では「⾝体拘束予防
ＷＧ」を⽴ち上げ、外部からも識者の援助を得て、今年中に報告書
をまとめることにしている。現在は、厚労省の「障害者福祉施設等にお
ける障害者虐待防⽌と対応の⼿引き」をベースにして解説を加え、介
護現場で使いやすいものにする⽅向であるが、⾝体障害者のみならず
⾼齢者も含め、座位保持装置等を利⽤している⽅や必要としている 

⽅に対しても指針となるものをめざしている。 

                                                     

会場全景・講義⾵景     講師陣によるシンポジウム⾵景   参議院議員 ⼩川克⺒先⽣の挨拶
                

２０１９年６⽉以降財団活動記録及び年内予定        
     
２０１９年６⽉１２⽇      シーティング議連 ⾼橋ひなこ議員事務所訪問 打合せ 衆議院第２議員会館 
２０１９年６⽉１７⽇       福祉⽤具専⾨相談員研究⼤会  出席 東京国際フォーラム 
２０１９年７⽉９⽇        ⾝体拘束予防検討委員会ワーキンググループ  飯⽥橋ユースホステル会議室 
２０１９年７⽉１２１４⽇  ⽇本義肢装具学会  ⽊之瀬代表理事参加 仙台 
２０１９年８⽉９⽇           クーパー教授講演実⾏委員会 飯⽥橋 TKP ビジネスセンター 
２０１９年８⽉２１２３⽇  ⽇本リハビリテーション⼯学会カンファレンス ⽊之瀬代表・川畑参加 札幌  
２０１９年８⽉２８⽇       ⾝体拘束予防検討委員会ワーキンググループ  飯⽥橋 TKP ビジネスセンター 
２２０１９年９⽉１２１４⽇ ⽇本⽣活⽀援⾼学会 LIFE２０１９ ⽊之瀬代表・川畑参加 
０１９年９⽉１８⽇        クーパー教授講演実⾏委員会 飯⽥橋ユースホステル会議室 
２０１９年９⽉１８⽇       財団拡⼤理事会開催  飯⽥橋 TKP ビジネスセンター 
２０１９年１０⽉５8 ⽇    ISPO 国際義肢装具協会世界⼤会 神⼾ ⽊之瀬代表・⼤鍋顧問参加 
２０１９年１１⽉２３２４⽇ ⽇本シーティングシンポジウム ⾸都⼤学東京  
２０１９年１１⽉２２２５⽇ JAWS ⾞椅⼦フィッティング基礎講習会 横浜リハセンター 
２０１９年１１⽉ 未定      財団賛助会員・シーティング議連 意⾒交換会 議員会館近隣予定 
２０１９年１２⽉１６⽇      財団理事会予定 
２０２０年２⽉１８・１９⽇   ピッツバーグ⼤学ローリー・クーパー教授来⽇講演 会場未定 

編集後記 
昨年から検討を続けてきたクーパー教授の来⽇講演会が正式に決まりました。２０２０年２⽉１８・１９⽇来⽇さ

れます。クーパー教授は現代アメリカを代表する著名なエンジニアでありに⼈間⼯学に基づく様々な発明もよく知られてい
ます。最近ではトヨタとのパーソナルモビリティーに関するコラボレーションでも知られており講演会に⼤いに期待が⾼まりま
す。多くの⽅々に講演をお聞き願いたいのですが、限られた予算の中皆様の賛助会費によって⽀えられている財団運営
はまさに綱渡り状態。⽇本での正しいシーティングの普及活動をこれからも全⼒で頑張りますので、どうか皆様のご⽀援を
よろしくお願いします。      全てのユーザーに正しいシーティングの普及を⽬指すシーティング財団事務局川畑善智 

報告   財団活動報告   編集後記    ４ページ  




